
１　重要な会計方針に係る事項に関する注記

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
１）満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）
２）子会社株式　　　　：移動平均法による原価法
３）その他有価証券
　　時価のあるもの：	期末日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部純資
産直入法により処理し、売却
原価は移動平均法により算定）

　　時価のないもの：移動平均法による原価法

（2）棚卸資産の評価基準及び評価方法
購買品
・	肥料、農薬、飼料については総平均法による原価
法（貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿
価切下げの方法）
・	その他の購買品については売価還元法による原価
法（貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿
価切下げの方法）
加工・利用事業棚卸資産
・	原材料、仕掛品については、移動平均法による原
価法（貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく
簿価切下げの方法）
その他の棚卸資産
・	個別法による原価法

（３）固定資産の減価償却の方法
①　有形固定資産

建物（建物附属設備を除く）
ａ）平成10年3月31日以前に取得したもの
　　　旧定率法
ｂ）	平成10年4月1日から平成19年3月31日ま

でに取得したもの
　　　旧定額法
ｃ）平成19年4月1日以降に取得したもの
　　　定額法
建物（建物附属設備を除く）以外
ａ）平成19年3月31日以前に取得したもの
　　　旧定率法
ｂ）平成19年4月1日以降に取得したもの
　　　定率法
ｃ）	平成28年4月1日以降に取得した建物附属

設備及び構築物
　　　定額法
なお、耐用年数および残存価額については、法
人税法に規定する方法と同一の基準によっていま
す。また、取得価額が30万円未満の少額減価償
却資産については、法人税法の規定に基づき、全
額費用処理を行っています。
　

１　重要な会計方針に係る事項に関する注記

（1	）有価証券（株式形態の外部出資を含む）の評
価基準及び評価方法
１）満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）
２）子会社株式　　　　：移動平均法による原価法
３）その他有価証券
　　時価のあるもの：	期末日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部純資
産直入法により処理し、売却
原価は移動平均法により算定）

　　時価のないもの：移動平均法による原価法

（2）棚卸資産の評価基準及び評価方法
購買品
・	肥料、農薬、飼料等については総平均法による原
価法（貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく
簿価切下げの方法）
・	農機製品等については個別法による原価法（貸借
対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げ
の方法）
・	その他の購買品については売価還元法による原価
法（貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿
価切下げの方法）
その他の棚卸資産
・個別法による原価法

（3）固定資産の減価償却の方法
①　有形固定資産

建物（建物附属設備を除く）
ａ）平成10年３月31日以前に取得したもの
　　　旧定率法
ｂ）	平成10年４月１日から平成19年３月31日

までに取得したもの
　　　旧定額法
ｃ）平成19年4月1日以降に取得したもの
　　　定額法
建物（建物附属設備を除く）以外
ａ）平成19年3月31日以前に取得したもの
　　　旧定率法
ｂ）平成19年4月1日以降に取得したもの
　　　定率法
ｃ）	平成28年4月1日以降に取得した建物附属

設備及び構築物
　　　定額法
なお、耐用年数および残存価額については、法
人税法に規定する方法と同一の基準によっていま
す。また、取得価額が30万円未満の少額減価償
却資産については、法人税法の規定に基づき、全
額費用処理を行っています。

３．注記表
前年度（令和元年度）

平成31年４月１日から令和２年３月31日
本年度（令和２年度）

令和２年４月１日から令和３年３月31日
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②　無形固定資産
　　定額法

なお、自社利用ソフトウェアについては、当組
合における利用可能期間（5年または10年）に基
づく定額法により償却を行っています。

（４）引当金の計上基準
①　貸倒引当金

貸倒引当金は、あらかじめ定めている資産査定
規程、経理規程及び資産の償却・引当規程に則り、
次のとおり計上しています。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生
している債務者に係る債権及びそれと同等の状況
にある債務者に係る債権については、債権額から、
担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見
込額を控除し、その残額を計上しています。
また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経
営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者
に係る債権については、債権額から担保の処分可
能見込額及び保証による回収が可能と認められる
額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力
を総合的に判断して必要と認められる額を計上し
ています。
上記以外の債権については、主として今後の予
想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、
貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基
づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修
正を加えて算定しております。
すべての債権は、資産査定規程に基づき、資
産査定部署が資産査定を実施し、当該部署から
独立した査定監査部署が査定結果を監査してお
り、その査定結果に基づいて上記の引当を行っ
ています。

②　賞与引当金
職員に対して支給する賞与の支出に充てるた
め、支給見込額のうち当事業年度負担分を計上し
ています。

③　退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当事業年度末に
おける退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
き、当事業年度に発生していると認められる額を
計上しています。

ａ）退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込
額を当事業年度までの期間に帰属させる方法に
ついては、期間定額基準によっています。

ｂ）数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異については、各事業年度の

②　無形固定資産
　定額法

（4）引当金の計上基準
①　貸倒引当金

貸倒引当金は、あらかじめ定めている資産査定
規程、経理規程及び資産の償却・引当規程に則り、
次のとおり計上しています。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生
している債務者に係る債権及びそれと同等の状況
にある債務者に係る債権については、債権額から、
担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見
込額を控除し、その残額を計上しています。
また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経
営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者
に係る債権については、債権額から担保の処分可
能見込額及び保証による回収が可能と認められる
額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力
を総合的に判断して必要と認められる額を計上し
ています。
1,000千円未満の債権については、過去の一定
期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等
に基づき算出した金額を計上しています。
上記以外の債権については、主として今後の予
想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、
貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基
づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修
正を加えて算定しております。
すべての債権は、資産査定規程に基づき、資産
査定部署が資産査定を実施し、当該部署から独立
した査定監査部署が査定結果を監査しており、そ
の査定結果に基づいて上記の引当を行っています。

②　賞与引当金
職員に対して支給する賞与の支出に充てるた
め、支給見込額のうち当事業年度負担分を計上し
ています。

③退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当事業年度末に
おける退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
き、当事業年度に発生していると認められる額を
計上しています。

ａ）退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込
額を当事業年度までの期間に帰属させる方法に
ついては、期間定額基準によっています。

ｂ）数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異については、各事業年度の
発生時における職員の平均残存勤務期間以内の

前年度（令和元年度）
平成31年４月１日から令和２年３月31日

本年度（令和２年度）
令和２年４月１日から令和３年３月31日
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発生時における職員の平均残存勤務期間以内の
一定の年数（10年）による定額法により按分
した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用
処理することとしています。

④　役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えて、役員退職慰
労金規程に基づく期末要支給額を計上しています。

⑤　外部出資等損失引当金
当組合の外部出資先への出資に係る損失に備え
るため、出資形態が株式のものについては有価証
券の評価と同様の方法により、必要と認められる
額を計上しています。

（５）収益及び費用の計上基準
ファイナンス・リース取引（貸手）に係る収益の
計上基準
リース料受取時に収益と費用を計上する方法に
よっています。

（６）リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められ
るもの以外のファイナンス･リース取引のうち、会
計基準適用初年度開始前に取引を行ったものについ
ては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処
理によっています。

（７）消費税等の会計処理
消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式
によっています。
ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等は雑
資産に計上し、5年間で均等償却を行っています。

（８）記載金額の端数処理
記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しており、
金額千円未満の科目又は項目については「０」で表
示しています。

２　表示方法の変更に関する注記
損益計算書の表示方法

農業協同組合法施行規則の改正に伴い、損益計
算書に事業ごとの収益及び費用を合算し、各事業
相互間の内部損益を除去した「事業収益」「事業
費用」を損益計算書に表示しています。

３　貸借対照表に関する注記
（1）固定資産に関する圧縮記帳額

国庫補助金等の受入に伴い、有形固定資産の取得
価額から控除している圧縮記帳額は487,469千円で

一定の年数（10年）による定額法により按分
した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用
処理することとしています。

④　役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えて、役員退職慰
労金規程に基づく期末要支給額を計上しています。

⑤外部出資等損失引当金
当組合の外部出資先への出資に係る損失に備え
るため、出資形態が株式のものについては有価証
券の評価と同様の方法により、必要と認められる
額を計上しています。

⑥災害損失引当金
令和３年２月に発生した福島県沖地震およびそ
の余震の災害に伴う復旧費用等の支出に備えるた
め、その見積もり額を計上しています。

（5）収益及び費用の計上基準
ファイナンス・リース取引（貸手）に係る収益の
計上基準
リース料受取時に収益と費用を計上する方法に
よっています。

（6）リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められ
るもの以外のファイナンス･リース取引のうち、会
計基準適用初年度開始前に取引を行ったものについ
ては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処
理によっています。

（7）消費税等の会計処理
消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式
によっています。
ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等は雑
資産に計上し、５年間で均等償却を行っています。

（8）記載金額の端数処理
記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しており、
金額千円未満の科目又は項目については「０」で表
示しています。

（9	）その他計算書類等の作成のための基本となる
重要な事項
①　事業別収益・事業別費用の内部取引の処理方法

当組合は、事業別の収益及び費用について、事
業間取引の相殺表示を行っておりません。よっ
て、事業別の収益及び費用については、事業間の
内部取引も含めて表示しております。
ただし、損益計算書の事業収益、事業費用に
ついては、農業協同組合法施行規則にしたがい、

前年度（令和元年度）
平成31年４月１日から令和２年３月31日

本年度（令和２年度）
令和２年４月１日から令和３年３月31日
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あり、その内訳は、次のとおりです。
なお、当該圧縮金額は平成10年度以降に取得し
た資産にかかる金額です。

　　建物	 328,721千円
　　機械装置	 155,628千円
　　車両運搬具	 500千円
　　器具備品	 2,620千円

（2）リース契約により使用する重要な固定資産
貸借対照表に計上した固定資産のほか、電子計算
機及びＡＴＭ、自動車、器具・備品等（平成20年3
月31日以前契約締結のもの）については、リース
契約により使用しています。

（3）オペレーティング・リース取引の内容
ファイナンス・リース取引以外の、所有権が当Ｊ
Ａに移転しないオペレーティング・リース取引につ
いては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計
処理によっています。
なお、解約可能なオペレーティング・リース取引

（一契約300万円を超えるもの）の解約金は42,612
千円です。

（４）担保に供されている資産
担保に供している資産等は次のとおりです。
　担保に供している資産
　　　その他の信用事業資産（信用差入保証金）
	 100千円
　　　定期預金	 350千円
　担保に係る債務
　　　町水道事業公金取扱	 	 1,209千円
　　　市町収納代理公金	 6,401千円
	 	
以下の資産は日銀の被災地金融機関支援オペを活
用した借入金1,360,000千円の担保に供しています。
　　　定期預金	 1,360,000千円
上記のほか、為替決済用の代用として、定期預金
4,500,000千円を差し入れています。

（5）子会社等に対する金銭債権及び金銭債務
子会社等に対する金銭債権の総額	 149,754千円
子会社等に対する金銭債務の総額	 485,555千円

（6	）役員との間の取引による役員に対する金銭債
権及び金銭債務
理事及び監事に対する金銭債権の総額
	 98,478	千円

（7	）貸出金のうちリスク管理債権の合計額及びそ
の内訳
貸出金のうち、破綻先債権額は30,995千円、延滞
債権額は248,477千円です。

各事業間の内部損益を除去した額を記載してお
ります。

②　米共同計算
当組合は生産者が生産した農作物を無条件委託
販売により販売を行い、販売代金と販売に要する
経費をプール計算することで生産者に支払いをす
る共同計算を行っております。
そのうち、米については販売をＪＡが行いプー
ル計算を行う「ＪＡ共同計算」及び販売を当組合
が再委託した全国農業協同組合連合会宮城県本部
が行い、県域でプール計算を行う「県域共同計算」
を行っております。
共同計算の会計処理については、貸借対照表の
経済受託債権に、受託販売について生じた委託者
に対する立替金及び販売品の販売委託者に支払っ
た概算金、仮精算金を計上しております。
また、経済受託債務に、受託販売品の販売代金

（前受金を含む）を計上しております。
共同計算にかかる収入（販売代金等）と支出

（概算金、販売手数料、倉庫保管料、運搬費等）
の計算を行い、当組合が受け取る販売手数料を控
除した残額を精算金として生産者に支払った時点
において、経済受託債権及び経済受託債務の相殺
後の経済受託債務残高を減少する会計処理を行っ
ております。

③　預託家畜
当組合は、預託家畜事業を実施しており、預託
家畜の所有権を組合に留保する売買契約を締結し
ております。
預託家畜については、組合が組合員に売り渡す
か、組合員が組合の承諾を得て他に転売するまで
の間は組合が所有権を留保し、転売した時点、又
は代金等を弁済した時点で組合員に所有権が移転
するものとし、飼育管理の責任は組合員にあるも
のとしております。
組合員が飼育している素牛の預託家畜売買代金
相当額については、当組合の貸借対照表の経済事
業資産に計上しております。
当組合は、経済事業資産に計上する預託家畜売
買代金に関し所定の金利を受け取り、利息相当額
は損益計算書の販売事業収益に計上しております。
（追加情報）
改正企業会計基準第24号会計方針の開示、会
計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適
用に伴い、米共同計算及び預託家畜に関する事項
をその他計算書類等の作成のための基本となる重
要な事項に記載しております。

前年度（令和元年度）
平成31年４月１日から令和２年３月31日

本年度（令和２年度）
令和２年４月１日から令和３年３月31日
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なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅
延が相当期間継続していることその他の事由により
元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないもの
として未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却
を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出
金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和40年
政令第97号）第96条第１項第３号のイからホまで
に掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じ
ている貸出金です。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であっ
て、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図
ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以
外の貸出金です。
貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額はありま
せん。
なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の
支払が約定支払日の翌日から３カ月以上遅延してい
る貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないも
のです。
貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は16,471千円
です。
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建
又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利
息の支払い猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他
の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻
先債権、延滞債権及び３カ月以上延滞債権に該当し
ないものです。
破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権
額及び貸出条件緩和債権額の合計額は295,943千円
です。
なお、上記に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前
の金額です。

（8	）土地の再評価に関する法律に基づく再評価の
方法等
「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31
日公布法律第34号）
及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正す
る法律」に基づき、事業用の土地の再評価を行い、
再評価差額については、当該再評価差額に係る税金
相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債
の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価
差額金」として純資産の部に計上しています。
①再評価を行った年月日	 平成11年3月31日
②	再評価を行った土地の当期末における時価が再
評価後の帳簿価額を下回る金額
	 1,994,712千円
③同法律第３条３項に定める再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令（平成10年
３月31日公布政令第119号）第２条第３号に定め
る、当該事業用土地について地方税法第341条第
10号の土地課税台帳又は同条第11号の土地補充

２　表示方法の変更に関する注記
（1）会計上の見積りに関する注記

新設された農業協同組合法施行規則第126条の３
の２にもとづき、「会計上の見積りの開示に関する
会計基準」（企業会計基準第31号2020年３月３１
日）を適用し、当事業年度より繰延税金資産の回収
可能性及び固定資産の減損に関する見積りに関す
る情報を「会計上の見積りに関する注記」に記載し
ています。

３　会計上の見積りに関する注記
（1）繰延税金資産の回収可能性
（1）当事業年度の計算書類に計上した金額

	26,779千円
（2）その他情報

繰延税金資産の計上は、次年度以降において将
来減算一時差異を利用可能な課税所得の見積り額
を限度として行っています。
次年度以降の課税所得の見積りについては、令
和2年4月に作成した中期経営計画を基礎として、
当組合が将来獲得可能な課税所得の時期および金
額を合理的に見積っております。
しかし、これらの見積りは将来の不確実な経営
環境および組合の経営状況の影響を受けます。
よって、実際に課税所得が生じた時期および金額
が見積りと異なった場合には、次年度以降の計算
書類において認識する繰延税金資産の金額に重要
な影響を与える可能性があります。
また、将来の税制改正により、法定実行税率が
変更された場合には、次年度以降の計算書類にお
いて認識する繰延税金資産の金額に重要な影響を
与える可能性があります。

（２）固定資産の減損
（1）当事業年度の計算書類に計上した金額

135,495千円
（2）その他情報

資産グループに減損の兆候が存在する場合に
は、当該資産グループの割引前将来キャッシュ・
フローと帳簿価額を比較することにより、当該資
産グループについての減損の要否の判定を実施し
ております。
減損の要否に係る判定単位であるキャッシュ・
フロー生成単位については、他の資産または資産
グループのキャッシュ・インフローから概ね独立
したキャッシュ・インフローを生成させるものと
して識別される資産グループの最小単位としてお
ります。
固定資産の減損損失の認識、測定において、将
来キャッシュ・フローについては、令和2年4月
に作成した中期経営計画を基礎として算出してお

前年度（令和元年度）
平成31年４月１日から令和２年３月31日

本年度（令和２年度）
令和２年４月１日から令和３年３月31日
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課税台帳に登録されている価格（固定資産税評価
額）に合理的な調整を行って算出しました。

４　損益計算書に関する注記
（１）子会社等との取引高の総額
①　子会社等との取引による収益総額	 92,204千円

　うち事業取引高	 5,684千円
　うち事業取引以外の取引高	 86,519千円

②　子会社等との取引による費用総額	 46,443千円
　うち事業取引高	 3,130千円
　うち事業取引以外の取引高	 43,312千円

（２）固定資産減損会計に基づく減損損失の認識
①	　資産をグループ化した方法の概要及び減損損失
を認識した資産又は資産グループの概要
当組合では、投資の意思決定を行う単位として
グルーピングを実施した結果、支店・事業所等に
ついては地区事業本部ごと、また、業務外固定資
産（遊休資産と賃貸固定資産）については、各固
定資産をグルーピングの最小単位としています。
また、本店については、独立したキャッシュ・
フローを生み出さないため、共用資産と認識して
います。
当期に減損を計上した固定資産は、以下の通り
です。

場　所 用　途 種　類 その他
角田市島田（菌床Ｃ） 賃貸用固定資産 土地 業務外固定資産
角田市梶賀 賃貸用固定資産 土地 業務外固定資産
丸森町小斎 賃貸用固定資産 土地 業務外固定資産
角田市高倉 賃貸用固定資産 土地 業務外固定資産
丸森町大張 賃貸用固定資産 土地 業務外固定資産
丸森町金山 賃貸用固定資産 土地 業務外固定資産
丸森町小斎 賃貸用固定資産 土地 業務外固定資産
丸森町鍋掘 賃貸用固定資産 土地 業務外固定資産
蔵王町円田 遊休資産 土地 給油所跡地
白石市小原 遊休資産 土地 支所跡地
丸森町大内 遊休資産 土地 支所跡地
丸森町舘矢間 遊休資産 土地 支所跡地
蔵王町遠刈田 遊休資産 土地 支所跡地
角田市佐倉 遊休資産 土地 支所跡地
村田町村田 遊休資産 土地 事業所跡地
丸森町金山 遊休資産 土地 倉庫跡地
丸森町小斎 遊休資産 土地 倉庫跡地
角田市尾山 遊休資産 土地 桑園跡地
角田市小坂 遊休資産 土地 支所跡地
角田市高倉 遊休資産 土地 野菜集荷所跡地
白石市福岡 遊休資産 土地及び建物 支所跡地
白石市斎川 遊休資産 土地及び建物 支所跡地
角田市岡 遊休資産 土地及び建物 農業倉庫跡地
角田市豊室 遊休資産 土地及び建物 堆肥センター跡地
角田市島田 遊休資産 土地
丸森農機センター 営業用店舗 土地

②　減損損失の認識に至った経緯
角田市島田、角田市梶賀、丸森町小斎、角田市
高倉、丸森町大張、丸森町金山、丸森町小斎、丸

り、中期計画以降の将来キャッシュ・フローや、
割引率等については、一定の仮定を設定して算出
しております。
これらの仮定は将来の不確実な経営環境及び組
合の経営状況の影響を受け、翌事業年度以降の計
算書類に重要な影響を与える可能性があります。

４　貸借対照表に関する注記

（1）固定資産に関する圧縮記帳額
国庫補助金等の受入に伴い、有形固定資産の取得
価額から控除している圧縮記帳額は682,585千円で
あり、その内訳は、次のとおりです。
なお、当該圧縮金額は平成10年度以降に取得し
た資産にかかる金額です。
　　建物	 523,837千円
　　機械装置	 155,628千円
　　車両運搬具	 500千円
　　器具備品	 2,620千円

（2）リース契約により使用する重要な固定資産
貸借対照表に計上した固定資産のほか、電子計算
機及びＡＴＭ、自動車、器具・備品等（平成20年3
月31日以前契約締結のもの）については、リース
契約により使用しています。

（3）オペレーティング・リース取引の内容
ファイナンス・リース取引以外の、所有権が当Ｊ
Ａに移転しないオペレーティング・リース取引につ
いては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計
処理によっています。
なお、解約可能なオペレーティング・リース取引

（一契約300万円を超えるもの）の解約金は35,741
千円です。

（4）担保に供されている資産
担保に供している資産等は次のとおりです。
担保に供している資産
　　　その他の信用事業資産（信用差入保証金）
	 100千円
　　　定期預金	 350千円
担保に係る債務
　　　町水道事業公金取扱	 	 407千円
　　　市町収納代理公金	 2,371千円
以下の資産は日銀の被災地金融機関支援オペを活
用した借入金1,360,000千円の担保に供しています。
　　　定期預金	 1,360,000千円
上記のほか、為替決済用の代用として、定期預金
4,500,000千円を差し入れています。

前年度（令和元年度）
平成31年４月１日から令和２年３月31日

本年度（令和２年度）
令和２年４月１日から令和３年３月31日
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森町鍋掘の資産は過年度に減損損失を計上してい
る賃貸用固定資産であり、蔵王町円田、白石市小
原、丸森町大内、丸森町舘矢間、蔵王町遠刈田、
角田市佐倉、丸森町金山、丸森町小斎、角田市尾
山、角田市小坂、角田市高倉、角田市島田の資産
については、過年度に減損損失を計上している遊
休資産であります。
また、白石市福岡、白石市斎川、角田市岡、角
田市豊室の資産については、当年度に減損損失を
計上している遊休資産で、いずれも減損の兆候に
該当しています。
丸森農機センターについては当該店舗の営業収
支が２期連続赤字であると同時に、短期的に業績
の回復が見込めないことから減損の兆候に該当し
ています。これらは、早期処分対象であることか
ら処分可能価額で評価し、その差額を減損損失と
して認識しました。

③	　減損損失の金額について、特別損失に計上した
金額と主な固定資産の種類毎の減損損失の内訳
角田市島田
　	 	 	356千円（土地	356千円）
角田市梶賀
　	 	 	530千円（土地	530千円）
丸森町小斎	
　	 	 	219千円（土地	219千円）
角田市高倉
　	 	 	 	21千円（土地	21千円）
丸森町大張	
　	 	 	236千円（土地	236千円）
丸森町金山
　	1,564千円（土地	1,564千円）
丸森町小斎
　	 	 	720千円（土地	720千円）
丸森町鍋掘
　	 	 	 	84千円（土地	84千円）
蔵王町円田
　	 	 	 	47千円（土地	47千円）
白石市小原
　	 	 	 	 	5千円（土地	5千円）
丸森町大内
　	 	 	222千円（土地	222千円）
丸森町舘矢間
　	 	 	110千円（土地	110千円）
蔵王町遠刈田
　	 	 	331千円（土地	331千円）
角田市佐倉
　	 	 	147千円（土地	147千円）
村田町村田
　	1,258千円（土地	1,258千円）
丸森町金山
　	 	 	 	43千円（土地	43千円）

（5）子会社等に対する金銭債権及び金銭債務
子会社等に対する金銭債権の総額	 22,010千円
子会社等に対する金銭債務の総額	 595,096千円

（6	）役員との間の取引による役員に対する金銭債
権及び金銭債務
理事及び監事に対する金銭債権の総額
	 91,236	千円

（7	）貸出金のうちリスク管理債権の合計額及びそ
の内訳
貸出金のうち、破綻先債権額は33,376千円、延滞
債権額は240,924千円です。
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅
延が相当期間継続していることその他の事由により
元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないもの
として未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却
を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出
金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和40年
政令第97号）第96条第１項第３号のイからホまで
に掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じ
ている貸出金です。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であっ
て、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図
ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以
外の貸出金です。
貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額はありません。
なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の
支払が約定支払日の翌日から３カ月以上遅延してい
る貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないも
のです。
貸出金のうち、貸出条件緩和債権額はありません。
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建
又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利
息の支払い猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他
の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻
先債権、延滞債権及び３カ月以上延滞債権に該当し
ないものです。
破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権
額及び貸出条件緩和債権額の合計額は274,300千円
です。
なお、上記に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前
の金額です。

（８	）土地の再評価に関する法律に基づく再評価
の方法等
「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31
日公布法律第34号）及び「土地の再評価に関する
法律の一部を改正する法律」に基づき、事業用の土
地の再評価を行い、再評価差額については、当該再
評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税
金負債」として負債の部に計上し、これを控除した

前年度（令和元年度）
平成31年４月１日から令和２年３月31日

本年度（令和２年度）
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丸森町小斎
　	 	 	 	13千円（土地	13千円）
角田市尾山
　	 	 	25千円（土地	25千円）
角田市小坂
　	 	 	 	11千円（土地	11千円）
角田市高倉
　	 	 	 	17千円（土地	17千円）
白石市福岡
　14,040千円（土地	10,303千円、建物	3,737千円）
白石市斎川
　15,727千円（土地	14,892千円、建物	835千円）
角田市岡
　31,637千円（土地	28,261千円、建物	3,376千円）
角田市豊室
　49,404千円（	土地	37,562千円、建物	7,312千円、
　　　　　　　					機械装置	1,010千円、その他	3,520千円）
角田市島田
　	 	 	411千円（土地	411千円）
丸森農機センター
　	 	 	233千円（土地		233千円）	
合　計
	117,411千円（	土地	97,620千円、建物	15,258千円、				
　　　　　　　　　機械装置	1,010千円、その他	3,520千円）

④　回収可能価額の時価の算定方法
回収可能価額は正味売却可能価額を採用してお
り、その時価は固定資産税評価額に基づき算定さ
れております。

（3	）棚卸資産の評価に関する会計基準の適用に伴
う簿価切下げ額
期末棚卸高は、収益性の低下に伴う簿価切り下げ
後の金額であり、次の棚卸資産評価損が購買品供給
原価に含まれています。

購買品供給原価	 985千円

（4	）事業別収益・事業別費用の内部取引の処理方
法に関する追加情報の注記
当組合は、事業別の収益及び費用について、事業
間取引の相殺表示を行っておりません。よって、事
業別の収益及び費用については、事業間の内部取引
も含めて表示しております。
ただし、損益計算書の事業収益、事業費用につい
ては、農業協同組合法施行規則にしたがい、各事業
間の内部損益を除去した額を記載しております。

金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計
上しています。

①再評価を行った年月日	 平成11年3月31日
②再評価を行った土地の当期末における時価が
　　再評価後の帳簿価額を下回る金額
	 1,950,515千円
③同法律第３条３項に定める再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令（平成
10年３月31日公布政令第119号）第２条第
３号に定める、当該事業用土地について地方
税法第341条第10号の土地課税台帳又は同条
第11号の土地補充課税台帳に登録されてい
る価格（固定資産税評価額）に合理的な調整
を行って算出しました。

５　損益計算書に関する注記

（１）子会社等との取引高の総額

①　子会社等との取引による収益総額	 86,173千円
　　　うち事業取引高	 5,574千円
　　　うち事業取引以外の取引高	 80,598千円
②　子会社等との取引による費用総額	 35,467千円
　　　うち事業取引高	 2,586千円
　　　うち事業取引以外の取引高	 32,880千円

（2）固定資産減損会計に基づく減損損失の認識
①	　資産をグループ化した方法の概要及び減損損失
を認識した資産又は資産グループの概要
当組合では、投資の意思決定を行う単位として
グルーピングを実施した結果、支店・事業所等に
ついては地区事業本部ごと、また、業務外固定資
産（遊休資産と賃貸固定資産）については、各固
定資産をグルーピングの最小単位としています。
また、本店については、独立したキャッシュ・
フローを生み出さないため、共用資産と認識し
ています。
当期に減損を計上した固定資産は、以下の通
りです。
場　所 用　途 種　類 その他

角田市島田（菌床Ｃ） 賃貸用固定資産 土地 業務外固定資産
角田市梶賀 賃貸用固定資産 土地 業務外固定資産
角田市髙倉 賃貸用固定資産 土地 業務外固定資産
丸森町鍋掘 賃貸用固定資産 土地 業務外固定資産
蔵王町平沢 賃貸用固定資産 土地 業務外固定資産
大河原町金ヶ瀬 遊休資産 土地及び建物等 店舗跡地
蔵王町円田 遊休資産 土地 給油所跡地
蔵王町遠刈田 遊休資産 土地 支所跡地
蔵王町宮 遊休資産 土地及び建物 倉庫跡地
白石市小原 遊休資産 土地 支所跡地
白石市福岡 遊休資産 土地 支所跡地
村田町村田 遊休資産 土地 事業所跡地
角田市小坂 遊休資産 土地 支所跡地
丸森町小斎（ライスC） 遊休資産 土地 丸森ライスセンター
丸森町大内 遊休資産 土地 支所跡地

前年度（令和元年度）
平成31年４月１日から令和２年３月31日

本年度（令和２年度）
令和２年４月１日から令和３年３月31日
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